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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

千葉工業大学体育会航空部所属三田式３型改１ＪＡ２１１５は、昭和５４年７月２６日１７時０６ 

分ごろ、千葉県東葛飾郡関宿町平井江戸川河川敷の関宿滑空場（以下「滑空場」という。）にお 

いて、滑空練習のため、練習生及び操縦教員がとう乗して、ウインチえい航により発航したが、 

索の離脱ができなかったため、ウインチ操作員が索を切断し、約４００メートルの索を懸垂し 

た状態で着陸進入し、接地の際、返しきれずに地面に激突し、大破した。

この事故により、とう乗者２名は重傷を負った。

１．２　航空事故調査の概要

昭和５４年７月２７日　現場調査

昭和５４年７月３０日　残骸の調査

昭和５４年８月２８日　とう乗者の口述聴取

昭和５４年９月１４日～１１月２日　索の水流中における抵抗についての試験研究

（於船舶技術研究所）



１．３　原因関係者からの意見聴取

昭和５５年１月９日　意見聴取

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ２１１５は、昭和５４年７月２６日０９時００分ごろから、滑空場において、千葉工業 

大学体育会航空部の滑空練習のため、２８回の発航を行った。

同機は、１７時０１分ごろ練習生が前席に、操縦教員が後席にとう乗して、１８０度旋回の 

練習のため、滑走路１８からウインチえい航により発航を開始した。

えい航の初期において、索が一瞬緩みを生じたが、引き続いて同機はえい航され、同機が索 

離脱高度約２８０メートルに到達した際、練習生が離脱操作を行ったが、索は離脱しなかった。

ウインチ操作員は、この状態を視認し、携帯索切断機により、約５０秒を要して索を切断し 

た。この間、同機は、操縦教員の操縦により、ウインチの上空付近において左旋回（傾斜角約 

２５度）を行った。

同機は、索切断後、索（長さ約４００メートル）を懸垂した状態で引き続き左旋回して高度 

の処理を行い、その後、滑走路３６に進入するため旋回半径を大きくして江戸川の水流上空を  

滑空し、対気速度約９０キロメートル／時で着陸進入経路に入った。（「推定経路図」参照）

同機は、接地直前、高度約３メートルに達したころ、急に機首下げ姿勢となり、地面に激突 

し、約３メートル前方に機首方位約０３４度で左に横転して停止した。なお、懸垂されていた 

索の端末部分が約１００メートル水流につかっていた。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

死傷
とう乗者

乗組員　その他
その他

死亡　０　―　０

重傷　２　―　０

軽傷　０　―　０

なし　０　―



操縦教員　頭部打撲、右下腿挫創、背部打撲、擦過傷、腰部右足関節捻挫、右前腕右手打撲 

傷、歯牙欠損。

練習生　第１腰椎圧迫骨折、左腓骨神経不全麻痺、頭部打撲傷、左下腿打撲擦過傷。

２．３　航空機の損壊の程度

大破

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

なし

２．５　乗組員に関する情報

操縦教員　昭和２０年４月２３日生

事業用上級操縦士（滑）技能証明書　第４９０９号

昭和４９年１月２４日取得

限定事項　滑空機中級、上級

操縦教育証明　第３３３号

昭和４７年２月１日取得

第１種航空身体検査証明書　第１１６５１５６６号

有効期間　昭和５４年３月２４日から昭和５５年３月２３日まで

総飛行時間（総発航回数）　１，３７０時間００分（８，９０２回）

同型式機の飛行時間（発航回数）　９００時間００分（３，５００回）

過去７日間の飛行時間（発航回数）　２時間３５分（２９回）

練習生　昭和３３年４月１４日生

操縦練習許可書　東第１７５号

有効期間　昭和５４年５月８日から昭和５５年５月７日まで

総飛行時間（総発航回数）　１時間０４分（１３回）

過去７日間の飛行時間（発航回数）　１０分（２回）

２．６　航空機に関する情報

型式　三田式３型改１

製造番号　第６９‐２４号



製造年月日　昭和４５年１月１２日

耐空証明書　第５４‐１４‐２号

有効期間　昭和５４年４月１４日から昭和５５年４月１３日まで

総飛行回数　１１，５４１回

最近の定時点検（１１，４９２回）　昭和５４年７月７日

重量及び重心位置

事故発生当時の推定重量及び重心位置は、４３３．２キログラム、３５％ＭＡＣで、いず

れも許容範囲（４５０キログラム、３０％～４０％ＭＡＣ）内にあったものと推定される。

車輪軸の位置は、重心位置の前方約７１ミリメートルにあったものと推定される。

えい航索フックの中心は、車輪軸の中心の前方約５００ミリメートル車軸線左約１００

ミリメートル車輪軸の中心より上方約７５ミリメートルの位置にある。

２．７　気象に関する情報

２．７．１　滑空場の北北西約３１キロメートルにある海上自衛隊下総基地における事故発生当 

時の気象観測値は次のとおりである。

１７時００分　風向６０度、風速８ノット、視程４，７００メートル、煙霧、雲量３／８ 

積雲雲高１，５００フィート、雲量５／８積雲雲高２，０００フィート、雲量７／８高積雲雲 

高１２，０００フィート、気温２８度Ｃ、露点温度２３度Ｃ、気圧１，０１５ミリバール、 

高度計規正値２９．９８インチ。

２．７．２　滑空場における事故発生時の気象状況は、航空部員の口述によると、天気晴、視程 

良好、東の風３～４メートル／秒であった。

２．８　航空機及びその部品の損壊に関する情報

機首部

機首先端から約２メートルの間の胴体下面　圧縮破壊

機首部の構造部材　破損

キャノピ　破損

前後操縦席　破損

前後ラダーペタル　屈曲

操縦桿の前後席連結パイプ　屈曲



胴体

両主翼取付部　破壊

尾部

垂直安定板取付部　破損

水平安定板下部取付部　破断

主翼

右主翼

ＳＴＡ２８０～４５０の間　切断

ＳＴＡ４５０～１，０５０の間　損傷

外翼取付金具　曲り

右主翼主桁翼根部

上部主桁ほぼ全面　引張り破断

前方下部の一部　圧縮破断

下部主桁ほぼ全面　圧縮破断

後方上部の一部　引張り破断

左主翼

ＳＴＡ２８０　切断

ＳＴＡ２８０～６２０の上面　損傷

ＳＴＡ２８０～１，０５０の下面　損傷

外翼取付金具　曲り

左主翼主桁翼根部

上部主桁ほぼ全面　引張り破断

前方下部の一部　圧縮破断

下部主桁ほぼ全面　圧縮破断

後方上部の一部　引張り破断

車輪

えい航索端末部が、車輪の右側ドラム部分と車軸支持部との間に後方から前方へ入り込み、 

約３５センチメートル前方に突き出て、約８５センチメートルのビニールホースが約３５ 

センチメートルに圧縮されて固着していた。



２．９　人の生存、死亡又は負傷に関係のある捜索、救難及び避難等に関する情報

ＪＡ２１１５が１７時０６分ごろ墜落した直後、ウインチ指導員及び操作員が前席の練習生 

を機外に搬出し、後席の操縦教員は、自力で機外に脱出した。

関係者が１７時１０分ごろ関宿町救急隊に救急車を要請し、１７時１６分ごろ事故現場に到 

着し、１７時３８分ごろ野田市内の救急病院に上記２名を収容した。

２．１０　その他必要な事項

２．１０．１　乗組員以外の事故関係者

ウインチ操作指導員　昭和３３年１２月３日生

操縦練習許可書　新東第１７８号

有効期間　昭和５４年７月２４日から昭和５５年７月２３日まで

総飛行時間（発航回数）　２０時間１３分（１６６回）

ウインチ操作員　昭和３３年５月２１日生

操縦練習許可書　東第２１３号

有効期間　昭和５４年５月１１日から昭和５５年５月１０日まで

総飛行時間（発航回数）　１４時間５２分（１３７回）

ピスト（訓練指揮所）責任者　昭和３０年３月１日生

自家用上級操縦士技能証明書（滑）　第８２３２号

昭和５４年４月１３日取得

限定事項　滑空機上級

総飛行時間（発航回数）　４８時間１３分（２８５回）

第３種航空身体検査証明書　第３１６５２４１０号

有効期間　昭和５４年５月１日から昭和５５年４月３０日まで

２．１０．２　索のつかっていた河川の流速測定

河川の流速は、距岸約１５メートルの位置で計測した結果、約２０キロメートル／時 

と推定される。

２．１１　事実を認定するための試験及び研究

滑空機に懸垂された索の端末部分が水流に入った場合の抵抗を推定するための試験研究を行 

った結果は次のとおりである。



(1)　試験研究諸元

ア　えい航索の諸元

索の全長　４００メートル

索の直径　４．５ミリメートル

索の構成　７×７

単位長さ当りの重量　０．０８２キログラム／メートル

イ　飛行速度

８５キロメートル／時（２３．６１メートル／秒）

９０キロメートル／時（２５．０メートル／秒）

９５キロメートル／時（２６．３９メートル／秒）

ウ　河川の流速

飛行方向と逆の方向へ一様の流れである。水深は１．５～３．０メートルである。

１５キロメートル／時（４．１７メートル／秒）

２０キロメートル／時（５．５６メートル／秒）

２５キロメートル／時（６．９４メートル／秒）

エ　水中に没したえい航索の長さ

２０メートル、４０メートル、６０メートル、８０メートル、１００メートル。

(2)　えい航索の水中部に働く全抵抗値の推算結果

飛行速度

キロメートル／時

流速

キロメートル／時

えい航速度

キロメートル／時

えい航索の水中部の長さに対する全抵抗（キログラム）

２０メートル　４０メートル　６０メートル　８０メートル　１００メートル

８５　１５　１００　４０　７９　１１９　１５９　１９９

８５　２０　１０５　４４　８８　１３１　１７５　２１９

８５　２５　１１０　４８　９６　１４４　１９２　２４０

９０　１５　１０５　４４　８８　１３１　１７５　２１９

９０　２０　１１０　４８　９６　１４４　１９２　２４０

９０　２５　１１５　５３　１０５　１５８　２１０　２６２

９５　１５　１１０　４８　９６　１４４　１９２　２４０

９５　２０　１１５　５３　１０５　１５８　２１０　２６３

９５　２５　１２０　５７　１１４　１７２　２２９　２８６



３　事実を認定した理由

３．１　解析

３．１．１　ＪＡ２１１５は、有効な耐空証明を有し、定時点検は規定どおり実施されており、 

事故当日の２８回の発航において異常はなく、事故時の発航まで不具合な事項はなかっ 

たものと推定される。

３．１．２　事故当時の気象状況は、事故発生に直接関連はなかったものと推定される。

３．１．３　事故当時、ウインチには操作員（操作練習生）が操作席につき、操作指導員（日本 

学生航空連盟所定の有資格者）が指導にあたり、ピスト（出発地点の横約３０メートル） 

には責任者及び信号員等が配置されていた。

３．１．４　同機の発航にあたり、操作員は、「出発用意」の手旗信号をうけて索のたるみをと 

るため、直ちにウインチの緩速巻取りを開始した。

同機は、索が張られるに従って緩徐に前進を始め、この状態を確認したピストの責任 

者は、信号員に指示して「出発」の手旗信号を操作員へ送った。

３．１．５　「出発」の手旗信号をうけた操作員は、エンジンをパワーアップするとともにクラ  

ッチのかん合操作を行ったが、パワーアップとクラッチ操作に円滑を欠いたため、ドラ 

ム（索の巻取用）の回転の増速時に一瞬減速状態を生じた。

その時、同機は、出発地点から約７メートル前進した位置にあり、操縦教員は軽いシ 

ョックを感じたと口述しており、また、ピストの責任者は、同機の左後方からこれを視 

認しており、同機の車輪が索を踏んだように感じたが、えい航停止を指示しなかったと 

口述している。

その後、ウインチのドラムの回転は順調に増速された。

３．１．６　調査の結果、ウインチのドラム回転の増速時、一瞬減速状態が生じたとき、同機が 

索の巻取り速度より早く滑走したため、索の端末付近（索は端末から約１．８メートルの 

間、内径約２３ミリメートルのビニールホースで被覆されている。）がたるんで、機軸と 

索の角度が機軸の前下方８３度±７度（同機の自動離脱角度）以上となり、索を車輪が 

踏み、引張力約２０キログラム（同機の自動離脱の引張力）以上となったため、索がフ

ックから離脱したものと推定される。その直後、車輪が索の端末を巻き込んで車輪右側 

ドラムと右側車軸支持部との間に押し込み、端末から約８５センチメートルの部分が車 

輪の後方から前方へ突き出る状態になったものと推定される。

その後のえい航により、約８５センチメートルのビニールホース被覆が約３５センチ



メートルに縮められ、車輪右側ドラムと右側車軸支持部との間に固着した状態となったも 

のと推定される。

なお、索に被覆されていたビニールホースが軟質で、かつ太いものであったため、車輪 

に巻き込まれ固着状態になったことが考えられる。

３．１．７　同機が高度約２８０メートルに到達した際、練習生は索の離脱操作を数回行ったが、 

離脱しなかった。操縦教員は、練習生に代って操縦するとともにピストに対して索が離 

脱できないので操作員により切断するよう無線で依頼した。

上記状況を視認した操作指導員及び操作員は、ウインチの切断装置が使用不能の状態 

であったので、携帯索切断機を使用して切断作業を行った。

その後、同機は、左旋回で約１８０度回り高度約２５０メートルになった際、索が切 

断したことの通報をうけた。

３．１．８　その後、同機は、ウインチ付近の上空を約４００メートルの索を懸垂し地上を引き 

ずりながら３６０度左旋回を４回行って高度約９０メートルに降下した後、引き続き旋 

回半径を大きくして水流の上空を横切って対岸近くまで経路を拡げて旋回を続けた。

同機が水流上空で左旋回を続ける間に索の一部が水中に入ったものと推定される 。

３．１．９　同機は、高度約５０メートルで滑走路３６の最終進入経路に入り、スポイラをオー 

プンにして速度約９０キロメートル／時を保持して進入した。

その後、最終進入経路を降下するに従って、水流中の索が逐次直線状となりながら水 

中にある部分の長さが増し、かつ草地に接する索の長さが増加し、同機に対する負荷抵 

抗が増加していったものと推定される。そのため、同機は、約９０キロメートル／時の 

速度を保持するのに降下角を逐次増加しながら進入していったものと推定される。

同機が高度約３メートルに達した際、操縦教員は、着陸のための返し操作を行ったが 

その効果はなく、かえって機首下げが増加して地面に激突した。

これは、同機が高度約３メートルに達したころ、水流中の約１００メートルの索がほ 

ぼ直線状となり、試験研究の結果から、約２４０キログラム（機速９０キロメートル／ 

時、流速２０キロメートル／時の水抵抗）の抵抗が加わり、さらに草地に接する索の長 

さが急激に増加して約３００メートルに達し、その抵抗が加わったものと推定され、索 

の固着位置が重心位置の前方約７０ミリメートルにあり、この位置に上記抵抗が機首下 

げモーメントとして作用したことによるものと推定される。

地面に激突時の同機の機首下げ角度は、機首下面の損壊の状況から約２３度であった 

ものと推定される。



３．１．１０　操縦教員が着陸に際して水流の上空を経由して滑空したことについては、懸垂し 

ていた索による地上への被害、索の地上物件へのからみ及び着陸のための経路の選定を 

考慮していたことによるものと推定され、水流中の索に加わる抵抗が非常に大きいこと 

を考えなかったものと推定される。

４　結論

(1)　操縦教員は、適法の資格を有し、所定の航空身体検査に合格しており、練習生は、有効な 

操縦練習許可書を有していた。

(2)　ＪＡ２１１５は、有効な耐空証明を有し、定時点検は規定どおり実施されており、当該事 

故の発生まで不具合な事項はなかったものと推定される。

(3)　事故当時の気象状況は、事故発生に直接関連はなかったものと推定される。

(4)　ウインチ操作員は、「出発」の手旗信号をうけて、発航のためのエンジンのパワーアップ 

を行ったが、パワーとクラッチの操作に円滑を欠いたため、一瞬えい航索に緩みが生じたも 

のと推定される。

(5)　ピストの責任者は、出発のためのえい航の初期に、同機の車輪がえい航索を踏んだ際、え 

い航停止を指示しなかった。

(6)　ウインチのドラム回転の増速の間、一瞬減速状態が発生した際、えい航索がフックから自 

動離脱し、車輪右側ドラムと右側車軸支持部との間に入り固着した状態となったものと推定 

される。

なお、索が固着状態になったのは、ビニールホースが軟質で径が大であったことが関与し 

ていたものと推定される。

(7)　同機の異常を視認したウインチ操作指導員及び操作員は、携帯索切断機により索を切断し 

た。

(8)　同機が約４００メートルの索を懸垂した状態で、着陸のための高度処理を行った後、水流 

の上空を左旋回した際、地上部分の索が水流に入ったものと推定される。

(9)　同機が最終進入経路を進入降下するに従って、水流中の索が徐々に直線状となりながら水 

中にある部分の長さが増し、同機に対する抵抗が逐次増大するに伴い、降下角を増していっ 

たものと推定される。



(10)　同機が高度約３メートルに達したころ、水流中の索がほぼ直線状となるとともに索の 

接地部分も増大し、それらの抵抗が機体の重心位置の前方の車輪部位に機首下げモーメン 

トとして作用したため、同機は、急に減速するとともに返し操作の効果を打ち消し、さら 

に、機首下げを増大して地面に激突したものと推定される。

(11)　操縦教員は、水流中の索の抵抗が非常に大きいことを考えなかったものと推定される。

原因

本事故は、同機のえい航索が車軸に固着して離れないまま懸垂した状態での滑空中において 、 

索の一部が水流中につかり、最終進入中、水抵抗及び接地抵抗が増大したため、操縦不能に陥 

り墜落したことによるものと推定される。

なお、同機が索を懸垂するに至ったのは、ピストがえい航索に異常を感じた際えい航停止 

を指示しなかったこと及びえい航索の被覆部分のビニールホースが軟質で径が大であったこと  

が関与していたものと推定される。
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